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公 的 年 金 制 度 （ ７ ）  

 

老 齢 年 金 の 一 つ で あ る 退 職 共 済 年 金 に つ い て  

 

 今 回 は 、公 務 員 で あ っ た 人 達 の た め の 退 職 共 済 年 金

を 取 り 上 げ ま す 。  

Ｑ  自 衛 隊 を 定 年 退 職 し た 昭 和 2 9 年 5 月 生 ま れ の 者

で す 。退 職 共 済 年 金 の 仕 組 み に つ い て 簡 単 に 説 明 し

て 下 さ い 。  

Ａ  ご 質 問 者 は 、 平 成 2 7 年 5 月 に 6 1 歳 を 迎 え 6 月

か ら 退 職 共 済 年 金 の 支 給 が 開 始 さ れ ま す 。 退 職 共

済 年 金 の 仕 組 み は 次 の よ う に な っ て お り ま す 。 そ

れ ぞ れ に つ い て 簡 単 に 解 説 し ま す 。  

 
 ①  「 特 別 支 給 の 退 職 共 済 年 金 」と「 本 来 支 給 の 退

職 共 済 年 金 」 に つ い て  

   退 職 共 済 年 金 は 、 老 齢 厚 生 年 金 と 同 様 に 昭 和

6 1 年 の 法 律 改 正 に よ り 支 給 開 始 年 齢 が 6 0 歳 か ら

6 5 歳 に 引 き 上 げ ら れ ま し た 。  

支 給 開 始 年 齢 を 一 挙 に 6 0 歳 か ら 6 5 歳 に 引 き 上

げ る の は 不 公 平 で あ る こ と か ら 2 0 年 を か け て 段

階 的 に 6 5 歳 に 引 き 上 げ る こ と と さ れ ま し た 。 こ

の 段 階 的 に 引 き 上 げ ら れ て い る 年 金 を「 特 別 支 給



の 退 職 共 済 年 金 」 と い い ま す 。 そ し て 6 5 歳 か ら

支 払 わ れ る の が「 本 来 支 給 の 退 職 共 済 年 金 」と 呼

ん で お り ま す 。  

②  特 別 支 給 の 退 職 共 済 年 金 の 支 給 開 始 年 齢  

    昭 和 2 8 年 4 月 1 日 以 前 生 ま れ の 人 の 特 別 支 給

の 退 職 共 済 年 金 の 支 給 開 始 年 齢 は 6 0 歳 で し た が 、

昭 和 2 8 年 4 月 2 日 以 降 生 ま れ の 方 の 支 給 開 始 年

齢 （ 6 X 歳 で 表 示 ） は 次 の と お り で す 。  

生  年  月  日  支 給 開 始 年 齢  

昭 和 2 8 . 4 . 2～ 昭 和 3 0 . 4 . 1  6 1 歳  

昭 和 3 0 . 4 . 2～ 昭 和 3 2 . 4 . 1  6 2 歳  

昭 和 3 2 . 4 . 2～ 昭 和 3 4 . 4 . 1  6 3 歳  

昭 和 3 4 . 4 . 2～ 昭 和 3 6 . 4 . 1  6 4 歳  

 ③  職 域 加 算 額  

昭 和 6 1 年 4 月 の 基 礎 年 金 制 度 の 導 入 と 同 時 に

創 設 さ れ た 年 金 制 度 で 退 職 共 済 年 金 特 有 の も の

で す 。  

再 就 職 の 制 約 等 公 務 員 の 特 殊 性 、民 間 に お け る

企 業 年 金 等 の 普 及 に よ る 三 階 建 て の 年 金 制 度 が

幅 広 く 確 立 さ れ て い る こ と な ど が 考 慮 さ れ 創 設

さ れ ま し た 。  

 ④  厚 生 年 金 相 当 額  

   老 齢 厚 生 年 金 に 相 当 す る 部 分 で 、計 算 式 も 老 齢

厚 生 年 金 と ほ ぼ 同 じ で す 。  

 ⑤  定 額 部 分  

   昭 和 1 6 年 4 月 2 日 ～ 昭 和 2 4 年 4 月 1 日 生 ま

れ の 人 に 生 年 月 日 に 応 じ 支 払 わ れ て お り ま し た 。 

   現 在 は 、 組 合 員 期 間 が 4 4 年 以 上 の 人 及 び 障 害

等 級 3 級 以 上 の 人 が 該 当 し ま す 。  

 ⑥  老 齢 基 礎 年 金  

   日 本 年 金 機 構 か ら 支 払 わ れ ま す 。詳 し く は「 身

近 な 法 律 6 月 号 」 を ご 参 照 下 さ い 。  

⑦  加 給 年 金 額  

   加 給 年 金 額 は 、 組 合 員 期 間 が 2 0 年 以 上 あ る 退

職 共 済 年 金 の 受 給 権 を 有 す る 人 に よ っ て 生 計 を

維 持 さ れ て い る 6 5 歳 未 満 の 配 偶 者 や 子 が い る と

き に 加 算 さ れ ま す 。 詳 し く は 、 平 成 2 7 年 2 月 号

で 取 り 上 げ る 予 定 で す 。  

 

次 回 は 、「老 齢（ 退 職 ）年 金 の 請 求 」を 取 り 上 げ ま す 。  


